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お知らせ

知
っ
て
い
ま
す
か
？

建
退
共
制
度

建
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業
退

職
金
共
済
法
に
基
づ
き
建
設
現
場

労
働
者
の
福
祉
の
増
進
と
建
設
業

を
営
む
中
小
企
業
の
振
興
を
目
的

と
し
て
設
立
さ
れ
た
退
職
金
制
度

で
す
。

こ
の
制
度
は
、
事
業
主
の
方
々

が
、
労
働
者
の
働
い
た
日
数
に
応

じ
て
掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を
共

済
手
帳
に
貼
り
、
そ
の
労
働
者
が

建
設
業
界
で
働
く
こ
と
を
や
め
た

と
き
に
建
退
共
か
ら
退
職
金
を
支

払
う
と
い
う
、
い
わ
ば
業
界
全
体

で
の
退
職
金
制
度
で
す
。

【
特
徴
】

酸
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、
確
実
、

申
し
込
み
手
続
き
は
簡
単
で
す

酸
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
の

対
象
と
な
り
ま
す

酸
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま

す
酸
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り
ま

す
が
、
法
人
は
損
金
、
個
人
で

は
必
要
経
費
と
し
て
扱
わ
れ
、

税
法
上
全
額
非
課
税
と
な
り
ま

す
酸
自
社
の
福
利
厚
生
に
便
利
な
提

携
施
設
の
割
引
サ
ー
ビ
ス
が
利

用
で
き
ま
す

【
加
入
で
き
る
事
業
主
】

建
設
業
を
営
む
方

【
対
象
と
な
る
労
働
者
】

建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

【
掛
金
】

日
額
３
１
０
円

※
詳
細
は
最
寄
り
の
建
退
共
支
部

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
せ

建
退
共
北
海
道
支
部

電
話

０
１
１
‐
２
６
１
‐
６
１
８
６

東
京
大
学
北
海
道
演
習
林

神
社
山
自
然
観
察
路
秋
季

一
般
公
開

長
い
冬
を
前
に
紅
葉
の
始
ま
っ

た
秋
の
里
山
を
演
習
林
職
員
に
よ

る
自
然
ガ
イ
ド
で
一
緒
に
散
策
し

ま
せ
ん
か
？

【
と
き
】月

６
日

午
前
９
時
～

１０

午
後
１
時
～

※
午
前
、
午
後
と
も
に
同
じ
内
容

で
す
。

【
と
こ
ろ
】

東
京
大
学
北
海
道
演
習
林
神
社

山
自
然
観
察
路
（
富
良
野
市
東
山
）

の
一
部

【
集
合
場
所
】

樹
海
中
学
校
駐
車
場

【
参
加
料
】

無
料

【
定
員
】

各

名
（
先
着
順
）

２０

■
お
問
い
合
せ
・
お
申
込
み

東
京
大
学
北
海
道
演
習
林

電
話

‐
２
１
１
１

４２

防
災
の
日
に
考
え
る

９
月
１
日
は
「
防
災
の
日
」、
９

月
１
日
を
含
む
８
月

日
か
ら
９

３０

月
５
日
ま
で
が
防
災
週
間
と
な
っ

て
い
ま
す
。
防
災
の
日
は
、
関
東

大
震
災
（
大
正

（
１
９
２
３
）

１２

年
９
月
１
日
発
生
）
に
由
来
す
る

も
の
で
す
が
、
こ
の
時
期
、
台
風

の
襲
来
が
多
く
、
災
害
へ
の
備
え

を
怠
ら
な
い
よ
う
に
と
の
意
味
合

い
も
含
め
、
昭
和

（
１
９
６
０
）

３５

年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

災
害
は
、
地
震
、
津
波
、
火
山
、

台
風
あ
る
い
は
こ
れ
ら
に
伴
う
土

砂
崩
れ
等
様
々
で
す
が
、
こ
の
機

会
に
、
災
害
に
対
す
る
備
え
に
つ

い
て
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
せ

旭
川
地
方
気
象
台
総
務
課

電
話

０
１
６
６
‐

‐
７
１
０
１

３２

道
立
高
等
技
術
専
門
学
院
・
北

海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

平
成

年
４
月
か
ら
の
訓

２６

練
生
を
募
集
し
ま
す

就
労
に
向
け
て
技
能
や
技
術
の

習
得
を
目
指
す
方
を
対
象
と
し
た

公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
で
す
。

高
等
技
術
専
門
学
院
は
も
の
づ

く
り
関
連
科
目
の
技
能
・
技
術
を

学
び
、
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

は
障
害
の
態
様
に
応
じ
て
就
労
に

☆富良野地域人材開発センター

■優良講習（３０分）

◎９月６日（金）１３時～

◎９月１７日（火）１３時～

◎１０月４日（金）１３時～

◎１０月１５日（火）１３時～

■一般講習（１時間）

◎９月６日（金）１４時～

◎９月１７日（火）１４時～

◎１０月４日（金）１４時～

◎１０月１５日（火）１４時～

■違反講習（２時間）

◎９月２５日（水）１３時～

◎１０月１０日（木）１３時～

◎１０月２５日（金）１３時～

■初回講習（２時間）

◎９月１０日（火）１３時～

◎１１月１１日（月）１３時～

運転免許更新時講習会

住宅・土地統計調査は「統計法」（国の統計に関する基本

的な法律）に基づいた基幹統計調査で、昭和２３年から５年

ごとに行われ、今回は１４回目の調査に当たります。

この調査は、世帯と現居住・敷地などについて調べる調

査と、現住居以外に所有する住宅・土地などの詳細につい

ても調べる調査の、二つの調査行ないます（世帯には決め

られたどちらか一方の調査票を配布します）。調査結果か

らは、日本全体の住宅数や世帯数といった、最も基本的な

データに始まり、住宅の状況（居住専用か店舗併用か、一

戸建てか共同住宅か等）、住宅や土地の所有状況（持家か

借家か、所有地か借地か等）、住環境（最寄りの医療機関

や公園までの距離等）などに関するきめ細

かなデータも得られ、私たちの多様な住生

活の実態が明らかになります。

■お問い合せ
企画商工課広報担当 電話 ５６‐２１２４

１０月１日 住宅・土地統計
調査を行います
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必
要
な
技
能
・
技
術
を
学
ぶ
こ
と

が
出
来
ま
す
。

訓
練
科
目
や
定
員
な
ど
の
詳
細

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
各
地
域
に
あ
る
高
等
技

術
専
門
学
院
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
せ

北
海
道
経
済
部
労
働
局
人
材
育

成
課

電
話

０
１
１
‐
２
０
４
‐
５
３
５
９

食
品
加
工
用
機
械
を
使
用
・

製
造
す
る
事
業
者
の
皆
さ

ん
へ食

品
加
工
用
機
械
に
つ
い
て
、

機
械
の
危
険
な
部
分
へ
の
覆
い
の

設
置
や
、
食
品
の
原
材
料
の
送
給
・

取
り
出
し
時
の
運
転
停
止
、
用
具

の
使
用
な
ど
を
義
務
づ
け
た
改
正

労
働
安
全
衛
生
規
則
が

月
１
日

１０

か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

改
正
内
容
の
詳
細
は
、
次
の
厚

生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
食
品
加

工
用
機
械
の
安
全
な
使
用
の
た
め

に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

《
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
》

ht
tp

:/
/w

ww
.m

hl
w.

go
.j

p/
bu

ny
a/ro

udou
kiju

n/anz
enei

sei

14/dl/130606-3.pdf

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

↓
政
策
に
つ
い
て

↓
分
野
別
の
政
策
一
覧

↓
雇
用
・
労
働

↓
労
働
基
準

↓
安
全
・
衛
生

↓
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
・
参
考
資
料

↓
平
成

年

月
１
日
か
ら
、
食
品

２５

１０

加
工
用
機
械
に
つ
い
て
の
規
定
を
追

加
し
た
改
正
「
労
働
安
全
衛
生
規
則
」

が
施
行
さ
れ
ま
す

■
お
問
い
合
せ

旭
川
労
働
基
準
監
督
署
第
二
方
面

電
話

０
１
６
６
‐

‐
５
９
０
１

３５

知
っ
て
い
ま
す
か
？
道
の

「
苦
情
審
査
委
員
制
度
」

胸
道
が
行
っ
た
業
務
や
制
度
の
内

容
を
審
査
す
る
制
度
が
「
北
海

道
苦
情
審
査
委
員
制
度
」
で
す

胸
皆
さ
ん
に
変
わ
っ
て
「
苦
情
審

査
委
員
」
が
中
立
的
な
立
場
で
、

道
の
機
関
に
対
し
、
必
要
な
調

整
等
を
行
い
ま
す

胸
審
査
の
結
果
、
道
の
業
務
に
不

備
な
点
や
制
度
に
問
題
が
あ
る

と
き
は
、
道
の
機
関
に
是
正
や

改
善
を
求
め
ま
す

胸
審
査
結
果
ま
で
は
お
よ
そ
２
カ

月
で
す

胸
皆
さ
ん
自
身
の
利
害
に
関
わ
る

苦
情
で
あ
れ
ば
「
苦
情
審
査
委

員
」
に
申
し
立
て
が
で
き
ま
す

胸
も
ち
ろ
ん
、
個
人
情
報
の
保
護

に
も
十
分
配
慮
し
ま
す

煙
苦
情
申
し
立
て
の
窓
口
は
、
道

庁
の
『
道
政
相
談
セ
ン
タ
ー
』

か
各
総
合
振
興
局
（
振
興
局
）

の
『
道
政
相
談
室
』
で
す

■
お
問
い
合
せ

北
海
道
総
合
政
策
部
知
事
室
道

政
相
談
セ
ン
タ
ー

電
話

０
１
１
‐
２
０
４
‐
５
５
２
３

■入 居 資 格

次の条件を満たす方が申し込むことができます。

●占冠村にお住まいの方、村外から移住される方。

●月収が１５万８,０００円以下の方。

（例えば、給与収入者で扶養家族がある場合、源泉

徴収票の給与所得控除後の金額から同居扶養控除

等の金額を引き、残りの額を１２ヶ月で割った金額

が１５万８,０００円以下の方）

※単身の方でも入居できます。

※連帯保証人が２名必要です。

★入居者と同等または同等以上の収入のある方。

■家 賃 入居される世帯の収入等に応じて決

定されます。

■入居可能日 概ね１０月１日（火）

■入 居 決 定 入居者選考委員会の審査によりま

す。

■申込受付場所 産業建設課建築担当

トマム支所

■お問い合わせ 産業建設課建築担当

察５６－２１７２

村営住宅入居者募集のご案内

※みなし特公賃住宅は、村営住宅とは入居資格が異
なりますので、詳しくは、産業建設課建築担当へ
お問い合わせください。

●受付期限９月１７日（火）募集団地

５戸●トマム地区１戸●中央地区
○第２トマム団地○川添団地

３ＬＤＫ ２戸３ＤＫ １戸

○第３トマム団地２戸●占冠地区
３ＬＤＫ １戸○占冠団地

○みなし特公賃住宅３ＤＫ ２戸

３ＬＤＫ ２戸
皆様の入居をお

待ちしています

【受付期間・試験日】

試験日受付期間

平成２５年１２月２日
平成２５年１１月１日～

平成２５年１１月２０日

推薦

選考

普通

課程

高等技術

専門学院
平成２５年１２月２０日

平成２５年１１月21日～

平成２５年12月15日一般

選考
平成２５年１２月２日

平成２５年１１月１日～

平成２５年１１月２０日

障害者職業

能力開発校


